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税務訴訟資料 第２６６号－９１（順号１２８６９） 

大阪高等裁判所 平成●●年（○○）第●●号 賦課決定処分等取消請求控訴事件 

国側当事者・国（兵庫税務署長） 

平成２８年６月１７日一部認容・上告・上告受理申立て 

（第一審・神戸地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成２７年３月１９日判決、本資料２

６５号－５０・順号１２６３３） 

判 決 

控訴人（１審原告） 甲 

同訴訟代理人弁護士 武田 純 

被控訴人（１審被告） 国 

同代表者法務大臣 岩城 光英 

処分行政庁 兵庫税務署長 

指定代理人 栗原 圭 

同 小銭 慎司 

同 松山 修 

同 中島 孝一 

同 大串 仁司 

同 辻 清人 

主 文 

１ 原判決を次のとおり変更する。 

２（１）処分行政庁が平成１８年３月３０日付けで控訴人に対してした原判決別紙第１の１「所得

税処分目録」記載⑪の加算税賦課決定処分のうち７６万７５００円を超える部分を取り消す。 

（２）処分行政庁が平成１８年３月３０日付けで控訴人に対してした原判決別紙第１の１「所得

税処分目録」記載⑫の加算税賦課決定処分のうち２７万円を超える部分を取り消す。 

（３）処分行政庁が平成１８年３月３０日付けで控訴人に対してした原判決別紙第１の１「所得

税処分目録」記載⑯の加算税賦課決定処分のうち１１６万６５００円を超える部分を取り消

す。 

（４）処分行政庁が平成１８年３月３０日付けで控訴人に対してした原判決別紙第１の１「所得

税処分目録」記載⑰の加算税賦課決定処分のうち３５万９０００円を超える部分を取り消す。 

３ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 

４ 訴訟費用は、第１、２審を通じてこれを３７分し、その１を被控訴人の負担とし、その余を控

訴人の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 処分行政庁が平成１８年３月３０日付けで控訴人に対してした原判決別紙第１の１「所得税
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処分目録」及び同別紙第１の２「消費税等処分目録」記載の各加算税賦課決定処分及び変更決

定処分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要 

１（１）本件は、平成１１年～同１６年の各年分（以下「本件各課税年分」という。）の所得税及

び平成１１年～同１５年の各課税期間（以下「本件各課税期間」という。なお、課税期間

は各年１月１日～１２月３１日である。）に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」

という。）について、処分行政庁から、いずれも平成１８年３月３０日付けで、それぞれ原

判決別紙第１の１「所得税処分目録」及び同別紙第１の２「消費税等処分目録」（以下「処

分目録」という。）記載の各加算税賦課決定処分及び変更決定処分（以下において各処分を

処分目録記載の丸数字と課税年分又は課税期間及び税目を用いて「本件賦課処分等①〔平

成１１年分所得税〕」のように略称し、全体を「本件各賦課処分等」と総称するとともに、

所得税及び消費税等ごとに「本件各所得税賦課処分等」及び「本件各消費税等賦課処分等」

とそれぞれ総称する。）を受けた控訴人が、その各取消しを求める事案である。 

（２）原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したことから、これを不服として控訴人が本件控

訴を提起した。 

２ 前提事実（当事者間に争いがないか、後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認定することがで

きる事実） 

（１）後記（２）のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第２ 事案の概要」

の「１ 前提事実」（原判決２頁１８行目～９頁１４行目、１５１頁～１６６頁）のとおりで

あるから、これを引用する。なお、以下において原判決を引用するに際し、原判決の太字表

記部分を全て通常の表記に改める。 

（２）ア 原判決３頁１１行目の「別紙第２の１」を「原判決別紙第２の１」と改める。以下に

おいて原判決を引用するに際し、原判決に「別紙」とあるのを全て「原判決別紙」と改

める。 

イ 原判決３頁２６行目の「同各別紙」を「所得税課税処分一覧表及び消費税等課税処分

一覧表」と改める。 

ウ 原判決５頁２行目～３行目の「神戸地方裁判所」の後に「（以下「神戸地裁」という。）」

を加える。 

エ 原判決５頁５行目～６行目の「当庁」を「同庁」と、５頁６行目の「以下、事件を」

を「以下、同刑事事件を」と、５頁７行目の「判決を」を「同刑事事件に係る判決を」

とそれぞれ改め、同行目の「甲２０」の後に「、弁論の全趣旨」を加える。 

オ 原判決５頁２０行目の「「金額」」を「「納税申告」欄中「更正」欄の「金額」」と、同

行目の「上記」を「同」とそれぞれ改める。 

カ 原判決７頁２２行目の「「科目・項目」欄のの」を「「科目・項目」欄の」と改める。 

３ 争点及びこれに対する当事者の主張 

（１）後記（２）のとおり補正し、後記４において「当審における控訴人の主張」を加えるほか

は、原判決の「事実及び理由」の「第２ 事案の概要」の「２ 争点」（原判決９頁１６行目

～１１頁３行目、１９８頁）及び「３ 争点に関する当事者の主張」（原判決１１頁５行目～

３７頁６行目、１６７頁～１７４頁１１行目、１８９頁～１９２頁７行目、１９４頁～１９

６頁６行目）のとおりであるから、これを引用する。 



3 

（２）ア 原判決１１頁１３行目の「査察官」を「国税査察官（以下「査察官」という。）」と、

１２頁１７行目の「神戸地方裁判所」を「神戸地裁」とそれぞれ改める。 

イ 原判決１６頁１２行目～１３行目及び同頁１６行目の各「原処分庁」をいずれも「処

分行政庁」と改める。 

ウ 原判決２０頁８行目の「両者は」を「隠ぺいし、又は仮装した部分と隠ぺいし、又は

仮装されていない部分は、」と改める。 

エ 原判決２０頁１９行目の「各課税期間について」の後に「消費税等につき」を加える。 

オ 原判決２１頁７行目の「同別紙各」を「本件各所得税内訳表中各「納税申告」欄の」

と改める。 

カ 原判決２１頁２０行目の「同別紙各」を「本件各消費税等内訳表中各「納税申告」欄

の」と改める。 

キ 原判決２３頁８行目の「修正申告欄中」を「 終修正申告欄中」と改める。 

ク 原判決２５頁１１行目の「同額である」を「同額であるから」と、２１行目の「別件

訴訟」を「別件の租税債務不存在確認訴訟（神戸地裁平成●●年（○○）第●●号租税

債務不存在確認等請求事件。以下「別件訴訟」という。）」とそれぞれ改める。 

ケ 原判決３３頁２０行目の「課税される税」を「賦課される税」と改める。 

コ 原判決３３頁２３行目の「納税者に不衡平ではない」を「不公平ではない」と改める。 

サ 原判決３５頁１７行目の「平成１５年に行われた税務調査」を「平成１５年税務調査」

と改める。 

シ 原判決１６８頁１９行目の「被告」の後に「の原審」を加え、２２行目の「（被告主張

額」から１６８頁２４行目の「欄参照）」までを削る。 

ス 原判決１７１頁５行目の「～ニまで」を「～ヘまで」と改める。 

セ 原判決１７３頁１０行目の「必要経費」から１１行目の「する場合には」までを「必

要経費を自己否認する場合には」と改める。 

ソ 原判決１７４頁９行目の「（被告第１６準備書面第２、３、（１）イ（イ））」を削る。 

４ 当審における控訴人の主張 

（１）原判決には「種類外所得」の認定がなく、重加算税賦課決定の処分理由との間に食違いが

あること 

ア 原判決は、控訴人が、平成１７年１月１４日付け修正申告（平成１１年～１５年）及び

同年７月２０日付け修正申告（平成１３年～１５年分）において、機械的に所得を加算し

て修正申告した部分について、「何を申告したのか不明である」との判断を前提に「種類外

所得」として重加算税の賦課決定処分がされていることを是認し、その処分は適法である

と判断している。原判決は、上記各修正申告に対し、「何を是正したのかは不明である。」

と判断しており、所得の種類を判断していないが、上記各修正申告に係る所得金額及び税

額は、各年分の総所得金額及び税額の一部であるから、原判決のいう「 低総所得金額」

のうちには上記各修正申告に係る「種類外所得」が含まれることになる。ところが、原判

決が示す「 低総所得金額」に係る原判決別紙７の１の１～５記載の裁判所認定額をみる

と、「事業所得」等の記載はあるものの、当該各修正申告に係る「種類外所得」は存在しな

い。この点、上記「種類外所得」について重加算税を賦課したはずであるのに、上記原判

決別紙７の１の１～５の中に「種類外所得」の金額が記載されていないのは矛盾である。 
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イ そもそも「種類外所得」という前提に立って、その所得金額に重加算税を賦課し得るの

かも疑問である。一般的に、所得とは、経済的利得のことであり、この場合の所得とは種々

雑多であり多岐にわたる。これに対し、所得税法での所得とは、所得税の対象（課税対象）

となる総合課税の所得のことをいう。そして、所得税法は、総合課税の所得の種類を１０

種類に分類している（所得税法２３条～３５条）。したがって、「種類外所得」とは、所得

税法に定める１０種類の総合課税の所得外の所得のことをいうものと理解するほかなく、

このような所得に課税する規定は、税法上存在しないのであるから、仮に、原判決が、控

訴人が修正申告において申告した所得金額を「種類外所得」と認定するのであれば、これ

について課税することはできず、重加算税を賦課することもできないというべきである。 

ウ また、上記「種類外所得」は、税法上は「雑所得」に当たるから、それについて事業所

得の仮装・隠ぺいが問題となる余地はないし、そのような雑所得は客観的には存在しなか

ったから、存在しない所得について仮装・隠ぺいが問題となる余地はない。 

（２）本件各 終修正申告は税法上効力を有しないこと 

ア 本件各 終修正申告は、控訴人が身柄拘束中の拘置所において、あらかじめ査察官が下

書きした修正申告用紙を丸写しする形で作成させられたものであり、前提となる会計資料

も何ら手元になく、査察官からの説明もないままに署名押印したもので、控訴人の真意に

出たものではなく、査察官もこのことを十分に知っていた。査察官が、控訴人が修正申告

を希望した場合に備えて、拘置所内に申告用紙を持ち込んだことはともかく、査察官側で

あらかじめ修正申告の内容を具体的に指示する下書きまで作成して持ち込み、十分な説明

もないまま、これを写し書きして署名することを強く迫る行為は、事実上の強要にほかな

らない。しかも、その内容は、控訴人の当初申告に多額の源泉徴収税の控除漏れがあるこ

とを確定的に把握しており、この点の反面調査まで行っていた査察官が、本件 終修正申

告をさせるに当たって、このような控除漏れの事実を無視し、控訴人を意図的に誤った修

正申告に導いている点で、内容的に見ても、明らかに過大な税額を申告させていた。した

がって、本件 終修正申告書は、作成及び提出の経緯に関し、疑問があり、そもそも控訴

人の意思に基づかないものとして、全体が無効である。 

イ 控訴人の作成した 終修正申告書は、第五表の「修正前の課税額」欄に記載されるべき

所得の種類が記載されておらず、修正申告としての記載要件を欠いているから、そもそも

税法上の効力を有しない。この点、兵庫税務署職員は、上記の所得の種類の欄に手書きで

加筆訂正を加え、修正申告書として完成させているが、納税者本人でもない職員が、控訴

人に無断でこのような加筆訂正を行ったとしても、このような訂正は効力を有しない。こ

れについて、被控訴人は、コンピューターを稼動させるための加筆であり、事務提要によ

る加筆であると主張する。しかし、コンピューターは、不正の発見機能が備えてあり、

終修正申告書をコンピューターが受け付けないのは、それ自体、控訴人の 終修正申告書

（査察官の下書きによるもの）が控訴人の真意に基づくものではないことを示している重

要な間接事実であって、その内容に本質的な欠陥（修正申告として不可欠の記載事項の欠

落）があるからにほかならない。仮に、内容に不備や矛盾があり、申告書として受け付け

られないのであれば、不備があるものとして無効と扱うか、納税者本人に訂正を求めるべ

きであって、本人に訂正を求めると拒否される可能性があるなどの課税庁側の都合で、職

員が 終修正申告書に勝手に手を加え、修正申告の内容を課税庁に都合のよいように変容
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させてよいということにはならない。したがって、上記の改ざん部分は、控訴人の意思に

反するものとして無効であり、このような改ざんがない限り、修正申告書としての記載要

件を欠くこととなる本件 終修正申告書も、全体として無効である。 

（３）本件各賦課処分等について総額主義は適用されず、理由の差替えは一切認められないこと 

 原判決が、重加算税の賦課決定処分について、原則として総額主義の適用を否定したこと

は、妥当であるが、以下の点は不十分であるので、改められるべきである。 

ア 処分の同一性は、処分理由ごとに判断されるべきであり、理由の差替えは一切認められ

るべきではない。原判決は、加算税の賦課決定処分について総額主義の適用を否定してお

きながら、結論部分においては、理由の差替えを一切認めない趣旨ではなく、処分として

の同一性が認められる範囲内では差替えが許されるとしている。しかしながら、重加算税

のように納税者の「仮装・隠ぺい」という納税義務違反の態様に着目して賦課される不利

益処分については、原判決も認定するように、処分の根拠とされた納税義務違反の態様が

本質的内容とされているのであるから、処分当時に理由とされた仮装・隠ぺい行為が存在

しないことが明らかになれば、当該賦課決定処分は、取り消されるべきである。したがっ

て、処分の同一性は、処分理由ごとに判断されるべきであり、賦課決定処分を正当化する

ために、処分当時、理由とされていなかった仮装・隠ぺい行為を新たに付け加えることは、

許されないと解するべきである。 

イ 重加算税賦課の前提としての所得の認定については、同一年度の賦課決定処分の妥当性

を判断する場合であっても、理由の差替えは許されるべきではない。重加算税の賦課決定

処分の課税要件事実は、①修正申告又は更正処分により増差税額が生じたこと、②増差税

額が生じる原因となった過去の申告に「仮装・隠ぺい」があったことである。そして、過

去の申告に「仮装・隠ぺい」があったか否かは、納税者の真実の所得をどのように認定す

るかという問題と不可分一体のものである。しかるに、その前提としての所得金額の算定

に当たっては、処分当時の課税庁の計算を前提とせず、新たに取消訴訟で主張された事実

を踏まえて算定し直し、理由の差替えも認めるというのでは、結局、加算税について総額

主義の適用を認めるのに近い結果になりかねない。したがって、重加算税の賦課決定処分

の適法性を判断するに当たっては、処分理由の差替えは一切認められるべきではなく、処

分理由の中には「仮装・隠ぺい」行為の具体的態様のほか、処分当時に前提とした所得金

額の認定の結果も含まれると解するべきである。すなわち、課税庁が賦課決定処分の当時

に認定した所得の一部が存在しないことが判明した場合には、これを他の所得と差し換え

るようなことは認められず、賦課決定処分の理由とした「仮装・隠ぺい」が存在しなかっ

たものとして、当該賦課決定処分は取り消されるべきである。 

（４）修正申告書に記載された所得金額が真実の所得に比して過大である場合に、その過大申告

部分には重加算税は賦課されるべきではないこと 

ア 重加算税の賦課決定処分の適法性の判断に当たっては総額主義の適用はなく、処分理由

に一部でも誤りがあれば、その誤りの金額に対する賦課決定処分は取り消されるべきであ

る。しかし、仮に、課税庁が、処分当時の計算方法によらず、取消訴訟において新たに判

明した事情に基づき、納税者の総所得金額を計算し直し、主張することが許されるとして

も、本件で控訴人が修正申告した所得金額は真実の所得を大幅に上回っており、このよう

な過大申告部分について、重加算税は賦課されるべきではない。 
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イ（ア）原判決は、控訴人の所得金額について、「少なくともこの金額を下回ることはない」

という「 低所得金額」であると断りつつも、原判決別紙７の１の１から同別紙７の

１の６記載の「裁判所認定額」欄記載のとおりの所得金額を認定しているが、その認

定は、次の点で誤っている。 

（イ）必要経費額の認定の誤り 

 原判決は、控訴人の事業所得を過大に認定し、①青色専従者給与の額、②給与賃金

（丙・戊）の額、③外注計算料の額が、それぞれ控訴人の事業所得に含まれると認定

し、これらは、過少申告加算税及び重加算税の算定の基礎となる所得税額の算定の基

礎となる課税要件事実に当たると判示したが、上記の判断は、いずれも誤りである。 

ａ 青色専従者給与について 

 青色専従者給与は、青色申告の承認申請を提出し、承認処分を受けている納税者

において、税法上、必要経費に算入することが認められているものである。他方、

青色申告の承認の取消しがあった場合には、青色専従者給与を必要経費に算入する

ことができなくなるが、同取消処分は、青色申告承認処分の撤回にすぎず、同取消

処分があったとしても、それだけで、青色専従者給与が所得金額になるわけではな

い。同給与が所得に算入されるためには、当該納税者が修正申告をするか又は所轄

の税務署長が更正処分するという法的手続を行わればならない。この点、本件でも、

青色申告特別控除額については、青色申告の承認の取消処分を受けたことに基づき、

終修正申告の不動産所得において修正申告が行われている。 

 ところが、控訴人の事業所得に関連する青色専従者給与については、前記のとお

り、これを否認する内容の修正申告はしておらず、これを否認する更正処分も行わ

れておらず、単に青色申告の承認取消しがされただけであるから、これにより、青

色専従者給与の額が所得金額に自動的に算入されることはない。したがって、当該

青色専従者給与が控訴人の所得金額に含まれるとした原判決の認定は、誤りである。 

ｂ 給料賃金について 

（ａ）原判決は、納税申告の必要経費のうち戊及び丙に対して支払われた給料賃金の

額は架空給与であり、所得金額に含まれると判断した。しかし、控訴人は、上記

給料賃金を必要経費として申告しており、納税申告制度のもとでは、控訴人によ

る修正申告又は課税庁による更正処分がない限り、上記給料賃金は必要経費とし

て取り扱われなければならない。本件では、控訴人が、上記給料賃金を事業所得

として修正申告したことはなく、兵庫税務署長が上記給料賃金を事業所得に算入

する旨の更正処分をしたこともない。したがって、被控訴人は、上記給料賃金を

必要経費として取り扱う義務がある。 

（ｂ）上記給料賃金は、その支払実態からしても、必要経費として扱われるべきもの

であり、本来、否認されるべきものではなかった。 

 例えば、「戊分増額記載」の１３年分１２０万円、１４年分２４０万円、１５年

分２４０万円については、控訴人と戊との間における賃金支払に係る約束事のと

おり、現実に支払がされている（甲６７）。 

ｃ 外注計算料について 

（ａ）Ｅへの外注計算料について、控訴人は、必要経費として申告しており、これを
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事業所得と認める修正申告をしたことがないことは、架空給与の場合と同じであ

る。また、本件では、その外注計算料を事業所得に算入する旨の更正処分も行わ

れていない。したがって、被控訴人は、前記給料賃金と同様、上記外注計算料を

必要経費として取り扱う義務がある。 

（ｂ）上記外注計算料は、その実態からしても、必要経費と認められるべきものであ

り、否認されるべきものではなかった。 

 上記外注計算料の支払先であるＥは、控訴人の行う事業及び不動産賃貸業の補

助業務を一体で行うことを業とする株式会社である。同社は、上記補助業務を遂

行するために諸々の経費を現実に支払ってきたが、これらの経費については、控

訴人から補助業務の対価として収受する金額によって賄われているという関係に

あった。この関係を控訴人からいうと、Ｅに対して支払った外注計算料、不動産

管理料等の費用は、同社が、控訴人の行う事業の補助業務を行うために支出した

費用を負担したという関係にある。しかるに、原判決は、控訴人がＥに対して支

払った外注計算料は、控訴人の事業所得の増額分であると認定したが、原判決が

そのような認定をするのであれば、Ｅが支払った必要経費についても、これを控

訴人の必要経費と認定するのでなければ、辻褄が合わない。 

 原判決は、Ｅの不動産管理収入と賃貸収入については、これらを控訴人の不動

産所得の増額分である旨認定していないが、これらの合計額は同社の必要経費の

金額とほぼ同額であることから、実質的な不動産所得は増加しないことを踏まえ

て認定することを行わなかったものと推認される。このように、Ｅに対して控訴

人が支払った補助業務の対価のうち不動産所得の補助業務の対価は必要経費であ

る旨認定しながら、同社に支払った外注計算料のみが必要経費ではなく事業所得

である旨認定するのは、合理性を欠いている。 

 なお、Ｅに対して外注計算料は支払われている（甲８６）。 

（ウ）収入金額の認定の誤り 

 原判決の所得の認定には、収入金額にも誤りがある。 

ａ 収入金額に関する被控訴人の見解の変遷 

 原判決が認定した 低収入金額と 終修正申告書記載の収入金額との間には食違

いがあり、このこと自体、被控訴人が主張する収入金額に合理性がなかったことを

示す事情である。また、本件において、控訴人の事業所得の各年分総収入金額の結

果をまとめた査察官及び大阪国税局財務事務官作成に係る報告書は、いくつか存在

するが、それぞれの内容は一致していない。 

ｂ 原判決が認定した 低収入金額 

 原判決が採用した各年分の 低収入金額は、被控訴人の原審第１６準備書面の別

紙２－１～同７－１記載の事業所得の売上金額と一致する。ところで、この売上金

額は、消費税等及び控除すべき源泉所得税の金額を含めて算定された額であり、い

わゆる内税方式の金額である。しかし、消費税等は租税債務であり、納期限までの

間は一種の預り金にすぎない。納税者は、当該消費税額について売上金額から控除

して申告することが認められており、これを売上高に計上しないことは、決して脱

税ではない。しかるに、原判決認定の 低収入金額は、預り消費税という租税債務



8 

の部分を含めた金額となっており、結論において過大である。原判決認定額から消

費税相当額を除いた 低収入金額は、次のとおりである。 

 平成１１年分 164,330,254円×100／105＝156,505,003円 

 平成１２年分 164,650,971円×100／105＝156,810,448円 

 平成１３年分 150,346,683円×100／105＝143,187,317円 

 平成１４年分 138,955,134円×100／105＝132,338,222円 

 平成１５年分 124,200,801円×100／105＝118,286,477円 

 平成１６年分 119,196,564円×100／105＝113,520,537円 

 このような控訴人の主張に対しては、所得税の計算においては、消費税を含めた

売上金額全部（いわゆる税込金額）を収入金額に計上し、他方で支払った消費税額

を必要経費に計上するという計算方式（税込方式）も認められるとの反論が予想さ

れる。しかし、仮に、被控訴人が税込みの算定もあり得ると主張するのであれば、

消費税等の納税申告に係る納税額は、その全額を必要経費として認定すべきである。

しかるに、本件 終修正申告書では、このような消費税の必要経費への計上が正確

に行われているとは考えられない。したがって、原判決では、収入金額の面からみ

ても、控訴人の所得が過大に計算されている。 

ウ 前記のとおり、原判決が認定した控訴人の所得金額には誤りがあり、所得金額が過大に

計算されている。控訴人は、平成１７年７月２０日までに自主的に修正申告をしていたも

のであり、これは、控訴人自身の所得状況を勘案して行ったものであるから、控訴人の所

得金額は、少なくとも自主的な修正申告の金額を超えることはない。 

エ 原判決は、控訴人主張の必要経費を認めず、これらの必要経費額を全額事業所得に算入

している。これ自体不当な判断であるが、原判決の認定によっても、平成１２年分及び同

１６年分の所得金額については、「原判決認定額」が「 終修正申告額」を下回るという、

いわゆる「逆転現象」が生じている。これについて、原判決は、原判決が認定した所得金

額は、「少なくともこの金額を下回ることはない」という「 低所得金額」であって、これ

を上回る所得がないという意味ではないと述べるが、これらの認定額は、被控訴人が犯則

調査で押収した全資料に基づいて、本件訴訟で主張している控訴人の所得金額をほぼ全面

的に認めたものであって、控訴人において、これ以上の所得が存在することはあり得ない。

したがって、控訴人の 終修正申告書に記載されている所得金額の中には原判決の認定に

よっても、明らかに過大申告となっている部分が存在する。 

 重加算税の賦課決定処分は、納税者が本来納付すべき税額を不正に免れたことに対する

制裁として課せられる不利益処分であるから、その立法趣旨に照らしても、「納税者が税法

上納付すべき税額を免れた（ほ脱税額が存在する）」ことが必要と解するべきである。した

がって、納税者の当初申告が過少であり、その後に行った修正申告において真実の所得を

上回る過大な所得金額を申告してしまった場合には、納税者が賦課決定処分取消訴訟にお

いて、過大申告となっている所得金額を主張立証すれば、その過大申告部分については、

重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである。 

（５）修正申告書に記載された税額において、控除されるべき源泉徴収税額が控除されていない

場合には、その源泉徴収税相当額の税額について、過大な申告となっており、加算税は賦課

されるべきではないこと 
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ア 原判決は、控訴人の 終修正申告の中に源泉徴収税額の控除漏れがあることは認めつつ

も、源泉徴収税額が売上げとしても申告されていなければ、結果的に申告された税額は過

大にならないとし、控訴人の 終修正申告における収入金額に源泉徴収税額がいくら含ま

れているかは不明であると認定する。しかしながら、入金ベースで把握された収入金額の

中に控除されるべき源泉徴収税額が含まれているかどうかは、入金分に対応する請求書を

見れば容易に把握可能なものであって、被控訴人は、これらの請求書についても、全て押

収し、分析していた。 

イ 修正申告書に記載された税額において、控除されるべき源泉徴収税額が控除されない場

合は、それだけ税額が過大になっているから、それらについて加算税は課されるべきでは

ない。 

ウ 原判決は、前記申告外源泉徴収税額は、本件各所得税 終修正申告においても申告の基

礎とされていないと認定するが、控除漏れとなっている源泉徴収税額は、本件 終修正申

告における売上金額の中に含まれており、所得金額の一部として申告されている。それに

もかかわらず、その源泉徴収税額は、控訴人の納付すべき税額から控除されずに本件 終

修正申告がされている。このように、所得の一部として申告された源泉徴収税額が税額と

して控除されずに本件 終修正申告がされた結果、控訴人が支払う必要のない増差税額を

負担することとなっている。このような源泉徴収税の控除漏れにより過大な増差税額が生

じたことは、控訴人が当初申告において所得税法どおりの処理を行っていなかったことや、

その結果を査察官が是正しないまま申告させた結果生じたものであるとしても、控訴人が

所得を「仮装・隠ぺい」したことにより生じたものではないことは明らかである。したが

って、当該控除漏れにより過大に支払うこととなった税額については、「仮装・隠ぺいによ

らないことが明らかな税額」であり、重加算税は賦課されるべきではない。 

エ 原判決は、源泉徴収税の控除漏れの責任は控訴人にあり、真に納税者の責めに帰するこ

とができない客観的な事情があるということはできないと判断する。しかしながら、本件

各 終修正申告書の下書きは、被控訴人が作成したものであり、査察官は、当初の申告の

多額の控除漏れがあることを知りながら、これを故意に無視し、これを一切是正させない

内容の 終修正申告書に署名捺印させている。このような事実関係のもとでは、本件各

終修正申告において、源泉徴収税が正しく控除されなかった責任は、決して控訴人にある

とはいえず、むしろ被控訴人こそ、その責任を負うべきである。 

（６）控訴人が提出した修正申告書は、更正を予知してされたものではないこと 

ア 本件では消費税についての調査は全くされておらず、課税庁側から修正申告の慫慂も全

くなされていない。このような段階で更正処分が行われることはあり得ず、控訴人は、所

得税の修正申告を行う際に自発的に消費税の修正申告も行っている。したがって、これに

ついては更正があることを予知してされたものではない。 

イ 調査がされたからといって、課税庁が必ず更正処分を行うとは限らないのであって、「税

務調査があった＝更正の予知があった」という短絡的な事実認定はされるべきではない。

国税通則法６５条５項は、仮に調査があったとしても、納税者が、更正があることを予知

せずに修正申告をすることがありうることを法が予定していることを示しており、「調査

＝更正の予知」と捉える見解（調査開始説）は、法文解釈としても無理がある。したがっ

て、納税者から修正申告書が提出された場合において「更正の予知があった」といえるた
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めには、調査により脱漏所得を発見するに至るか、又はその端緒となるべき資料が発見さ

れ、更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達し

た後に、納税者が更正に至るべきことを認識したうえで修正申告をした場合を指すと解す

るべきである（客観的確実性説）。 

 本件では、犯則調査後に、控訴人において数回にわたる修正申告をし、その後に 終修

正申告をしている。このうち雑所得を申告した修正申告については、そもそもこのような

雑所得は存在せず、控訴人としては、犯則調査が継続されることによる顧客への迷惑や、

刑事告発を回避するためにしたものである。したがって、課税庁が、このような存在しな

い雑所得について増額更正処分を行うことはありえず、控訴人としても、このような修正

申告と同様の更正処分を受けるなどということは考えていなかったから、これらの修正申

告は、決して更正処分を予知してしたものではない。 

 本件 終修正申告については、このまま修正申告を行わないでいると、査察官により刑

事告発され、刑事処分を受けなければならなくなると言われたため、やむを得ずしたもの

であり、真実そのような所得があると思ってした申告ではない。現実にも本件 終修正申

告は、真実の所得よりも相当に過大になっており、控訴人としては、重い刑事処分を回避

したい一心で、やむなく修正申告に応じたにすぎないから、課税庁がこのような更正を行

うことは絶対にできないはずだと考えていた。したがって、控訴人としては、将来、確実

に更正に至るであろうということを認識していたわけではなく、本件の修正申告書は、更

正の予知があってしたものとはいえない。 

ウ 平成１３年分～平成１５年分について平成１６年１１月２０日に行った修正申告におけ

る事業所得の消費税等益税額の部分について、被控訴人は、更正する予定がなかったから

更正を予知してされたものではない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件各 終修正申告の効力）、同２（調査を欠くことによる違法）及び同３（更正予

知）について 

（１）後記（２）のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第３ 争点１～３（加

算税賦課要件の有無）に対する判断」（原判決３７頁８行目～６２頁１０行目、１５３頁～１

６３頁、１９８頁）のとおりであるから、これを引用する。 

（２）ア 原判決４２頁２０行目の「神戸地方裁判所」を「神戸地裁」と改める。 

イ 原判決４３頁２１行目の「当庁」を「神戸地裁」と改める。以下において原判決を引

用するに際し、原判決に「当庁」とあるのを全て「神戸地裁」と改める。 

ウ 原判決４５頁２５行目の「租税債務不存在確認訴訟」から２６行目の「請求事件〕」ま

でを「別件訴訟」と改める。 

エ 原判決４６頁１行目の「判決を受けている」から同頁２行目までを次のとおり改める。 

 「判決を受けた。控訴人は、同判決を不服として控訴したが（大阪高等裁判所平成●

●年（○○）第●●号）、同裁判所は、平成２６年１月●日、控訴棄却の判決をした。さ

らに、控訴人は、 高裁判所に対し、上告受理の申立てをしたが（同裁判所平成●●年

（○○）第●●号）、同裁判所第二小法廷は、平成２７年５月●日、不受理決定をし、別

件訴訟の判決は確定した。（乙３６６、３９０、４０６）」 

オ 原判決５２頁２５行目の「出納帳記載額」を「本件出納帳記載額」と改める。 



11 

カ 原判決５３頁１９行目の「本件 終修正申告」を「本件各 終修正申告」と改める。 

キ 原判決５５頁１行目の「前記ウ（イ）」を「前記ウ（エ）」と改める。 

ク 原判決５７頁４行目の「なお、」から６行目までを削る。 

ケ 原判決５８頁５行目の「申告表」を「申告書」と改める。 

コ 原判決６０頁１６行目の「同項」を「国税通則法６５条５項」と改める。 

２ 争点４（総額主義の適用の可否）、同５（仮装・隠ぺい行為の有無等）及び同６（正当な理由

の有無等）について 

（１）後記（２）のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第４ 争点４～６（過

大賦課の有無）に対する判断」（原判決６２頁１２行目～１４４頁１行目、１５３頁～１６３

頁、１７４頁１２行目～１８８頁、１９２頁８行目～１９３頁、１９６頁７行目～１９７頁）

のとおりであるから、これを引用する。 

（２）ア 原判決６２頁１５行目の「また、」から２０行目までを削る。以下、原判決別紙第７の

１の１～６及び同別紙第７の２に関する記載を全て削る。 

イ 原判決６９頁７行目の「（）」及び同頁８行目の「同各欄「８」記載の」をいずれも削

る。 

ウ 原判決７３頁２５行目を次のとおり改める。 

 「れる。なお、甲９９～１０１は、平成１８年９月１４日付けの戊の領収証、同日付

けの振込金受取書及び同年３月２２日付けの戊の領収証の各写しであって、これらが存

するからといって、戊に対して真に給与として、平成１３年分１２０万円、平成１４年

分及び平成１５年分それぞれ２４０万円が支払われたことが認められるものではない。」 

エ 原判決８１頁２０行目～２１行目の「９３２万４０００円」を「８１２万４０００円」

と改め、８５頁９行目の「なお、」から１０行目までを削り、８９頁６行目を「（イ） 控

訴人の事業所得」と改め、同頁７行目の「しかし、」を削る。 

オ 原判決９１頁１２行目に続けて改行の上、次のとおり加える。 

 「本件各賦課処分等の後に判明した控訴人の平成１１年及び１２年分の過大な給料賃

金並びに同各年及び平成１６年分のその他経費の過大額をも考慮した必要経費額による

と、控訴人の事業所得額（青取後）は、次のとおりである（以下「本件事業所得額」と

いう。）。 

① 平成１１年分 １億０７６０万１４４０円 

② 平成１２年分 １億０６７１万４４７１円 

③ 平成１３年分   ９２８１万１００２円 

④ 平成１４年分   ８５６０万７３７９円 

⑤ 平成１５年分   ７１３８万８２３２円 

⑥ 平成１６年分   ６２８５万５２５０円」 

カ 原判決９１頁１３行目から９２頁１６行目までを次のとおり改める。 

「（ウ）差額 

 上記（ア）の当初申告事業所得額と上記（イ）の本件事業所得額との差額を各年

分についてみると、次の過少額欄記載の金額となり、本件各所得税確定申告におけ

る事業所得は、少なくともその差額分だけ過少であったことになる（括弧内は本件

事業所得額に対する割合）。 
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① 平成１１年分 

 本件事業所得額    １億０７６０万１４４０円 

 当初申告事業所得額    ２８６７万７１０９円 

 過少額          ７８９２万４３３１円（約７３％） 

② 平成１２年分 

 本件事業所得額    １億０６７１万４４７１円 

 当初申告事業所得額    ２７５４万７９４３円 

 過少額          ７９１６万６５２８円（約７４％） 

③ 平成１３年分 

 本件事業所得額      ９２８１万１００２円 

 当初申告事業所得額    ２１９０万３７１８円 

 過少額          ７０９０万７２８４円（約７６％） 

④ 平成１４年分 

 本件事業所得額      ８５６０万７３７９円 

 当初申告事業所得額    １７１５万４７８９円 

 過少額          ６８４５万２５９０円（約８０％） 

⑤ 平成１５年分 

 本件事業所得額      ７１３８万８２３２円 

 当初申告事業所得額    １５８２万１５４４円 

 過少額          ５５５６万６６８８円（約７８％） 

⑥ 平成１６年分 

 本件事業所得額      ６２８５万５２５０円 

 当初申告事業所得額    ３６４７万２３４２円 

 過少額          ２６３８万２９０８円（約４２％）」 

キ 原判決９８頁２５行目から１０３頁１０行目までを次のとおり改める。 

「イ 控訴人の総所得金額 

 本件各課税年分の事業所得の金額を本件事業所得額とし（上記（１）コ（イ））、

平成１３年～１５年の不動産所得の金額を 低不動産所得額（青取後）とし、平成

１２年の不動産所得の金額を、当初申告不動産所得額に８５万４２８０円を加算し、

青色申告控除額を加算したものとし、平成１１年及び平成１６年の不動産所得の金

額を、当初申告不動産所得額に青色申告控除額を加算したものとし（上記（２）イ

（ウ））、平成１２年～１５年のその余の所得の金額を 低その余の所得額として（上

記（３）ウ）、算定すると、控訴人が本件各所得税確定申告において申告すべきであ

った本件各課税年分の総所得金額は、次の総所得金額欄記載の金額（以下「本件総

所得金額」という。）となる。 

① 平成１１年分 

 本件事業所得額     １億０７６０万１４４０円 

 上記不動産所得額       ３７７万９３２６円 

 当初申告その余の所得額    ５２８万００００円 

 総所得金額       １億１６６６万０７６６円 
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② 平成１２年分 

 本件事業所得額     １億０６７１万４４７１円 

 上記不動産所得額       ４６１万９９８２円 

 低その余の所得額      ５４１万８０００円 

 総所得金額       １億１６７５万２４５３円 

③ 平成１３年分 

 本件事業所得額       ９２８１万１００２円 

 低不動産所得額（青取後）  ４１５万２４７１円 

 低その余の所得額      ５２５万８４００円 

 総所得金額       １億０２２２万１８７３円 

④ 平成１４年分 

 本件事業所得額       ８５６０万７３７９円 

 低不動産所得額（青取後）  ２６２万０１２７円 

 低その余の所得額      ４７８万５２００円 

 総所得金額         ９３０１万２７０６円 

⑤ 平成１５年分 

 本件事業所得額       ７１３８万８２３２円 

 低不動産所得額（青取後）  ２２１万０３０１円 

 低その余の所得額      ６４４万３７００円 

 総所得金額         ８００４万２２３３円 

⑥ 平成１６年分 

 本件事業所得額       ６２８５万５２５０円 

 上記不動産所得額       ５２５万１８７９円 

 当初申告その余所得額     ９７０万００００円 

 総所得金額         ７７８０万７１２９円 

ウ 差額 

 上記アの当初申告総所得金額と上記イの本件総所得金額との差額を各年分につい

てみると、次の過少額欄記載の金額となり、本件各所得税確定申告において控訴人

が申告した総所得金額は、少なくともその差額分だけ過少であったことになる（括

弧内は本件総所得金額に対する割合）。 

① 平成１１年分 

 本件総所得金額   １億１６６６万０７６６円 

 当初申告総所得金額   ３７６３万６４３５円 

 過少額         ７９０２万４３３１円（約６８％） 

② 平成１２年分 

 本件総所得金額   １億１６７５万２４５３円 

 当初申告総所得金額   ３５８８万１６４５円 

 過少額         ８０８７万０８０８円（約６９％） 

③ 平成１３年分 

 本件総所得金額   １億０２２２万１８７３円 
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 当初申告総所得金額   ２９０６万５３５７円 

 過少額         ７３１５万６５１６円（約７１％） 

④ 平成１４年分 

 本件総所得金額     ９３０１万２７０６円 

 当初申告総所得金額   ２３８３万００２９円 

 過少額         ６９１８万２６７７円（約７４％） 

⑤ 平成１５年分 

 本件総所得金額     ８００４万２２３３円 

 当初申告総所得金額   ２３９７万４３９９円 

 過少額         ５６０６万７８３４円（約７０％） 

⑥ 平成１６年分 

 本件総所得金額     ７７８０万７１２９円 

 当初申告総所得金額   ５０８７万４２２１円 

 過少額         ２６９３万２９０８円（約３４％）」 

ク 原判決１０４頁５行目の「。括弧内の金額」から８行目の「じ。」まで、１０行目、１

２行目、１４行目、１５行目の「。なお、」から１８行目の「同じ。」まで、２０行目、

２２行目及び２３行目の「。平成１２年」から２６行目の「同じ。」までをいずれも削る。 

ケ 原判決１０５頁２行目、４行目及び６行目をいずれも削り、１４行目の「によって、」

を削り、２０行目の「オ、ク及びケ」を「オ及びコ」と改め、２６行目を削る。 

コ 原判決１０６頁２行目及び４行目をいずれも削り、５行目の「前記（１）ケ」を「前

記（１）コ」と改め、８行目、１０行目及び１２行目をいずれも削り、２６行目の「⑬」

を「⑭」と改める。 

サ 原判決１０７頁１４行目及び２０行目の各「ケ」をいずれも「コ」と改め、同頁１９

行目及び２３行目をいずれも削り、１０８頁７行目の「オ及びケ」を「オ及びコ」と改

め、同頁１２行目を削り、同頁１３行目の「前記（１）ケ」を「前記（１）コ」と改め、

同頁１６行目を削る。 

シ 原判決１１０頁５行目の「平成１５年所得税」を「平成１５年分所得税」と改め、２

５行目の「（平成１６年源泉二重分）、」の後に「本件賦課処分等㉒〔平成１６年分所得税〕

により、」を加える。 

ス 原判決１１１頁１１行目から１１４頁２５行目までを次のとおり改める。 

 「これらと、これまで認定した本件総所得金額とを比較すると、それぞれ次のとおり、

申告された総所得金額が本件総所得金額より過少となっている。 

① 平成１１年分 

 申告された総所得金額    ９５３１万７８７７円 

 本件総所得金額     １億１６６６万０７６６円 

② 平成１２年分 

 申告された総所得金額  １億０４３１万２３２７円 

 本件総所得金額     １億１６７５万２４５３円 

③ 平成１３年分 

 申告された総所得金額    ９９１６万１２６９円 
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 本件総所得金額     １億０２２２万１８７３円 

④ 平成１４年分 

 申告された総所得金額    ８７４１万１７３４円 

 本件総所得金額       ９３０１万２７０６円 

⑤ 平成１５年分 

 申告された総所得金額    ７８１３万４１５０円 

 本件総所得金額       ８００４万２２３３円 

⑥ 平成１６年分 

 申告された総所得金額    ６８１６万５１０１円 

 本件総所得金額       ７７８０万７１２９円」 

セ 原判決１１５頁８行目から９行目及び１２行目の各「本件各所得税内訳書中」をいず

れも「本件各所得税内訳表中」と改める。 

ソ 原判決１１７頁２０行目から１１８頁２６行目までを次のとおり改める。 

「イ 課税標準額 

 上記（１）オ（イ）のとおり認められる 低収入金額に、平成１３年～１５年に

ついては 低不動産収入金額、平成１１年及び１６年については申告不動産収入金

額、平成１２年については申告不動産収入金額に８５万４２８０円を加えたものを

それぞれ加算し、これにつき課されるべき消費税等の額を控除して（消費税法２８

条１項かっこ書後段）、課税標準額を算定すると、控訴人の本件各課税期間の課税標

準額は、少なくとも次の金額を下回るものではなかった（以下「 低課税標準額」

という。）。なお、この 低課税標準額には、本件各賦課処分等より後に判明した増

減額が含まれており、本件各賦課処分等の当時、処分行政庁が把握していた課税標

準額は、次の括弧内記載の金額であった。 

① 平成１１年 １億６９５８万４０００円 

      （１億６７４８万４０００円） 

② 平成１２年 １億６９７３万７０００円 

      （１億７００５万４０００円） 

③ 平成１３年 １億５５００万００００円 

      （１億５４０７万６０００円） 

④ 平成１４年 １億４２１８万９０００円 

      （１億３８７１万２０００円） 

⑤ 平成１５年 １億２７７２万９０００円 

      （１億２６４０万３０００円） 

ウ 差額 

 上記アの当初申告額と上記イの課税標準額との差額を各課税期間についてみると、

次のとおりとなり、本件各消費税等確定申告における課税標準額は、少なくともそ

の差額分だけ過少であったことになる（括弧内は、 低課税標準額に対する割合で

ある。）。 

① 平成１１年 ３９５９万６０００円（約２３％） 

② 平成１２年 ４５７８万７０００円（約２７％） 
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③ 平成１３年 ４２７７万１０００円（約２８％） 

④ 平成１４年 ３７７４万１０００円（約２７％） 

⑤ 平成１５年 ２９０１万００００円（約２３％）」 

タ 原判決１１９頁６行目の「括弧内のとおり」、７行目の「（括弧内」から８行目の「同

じ。）」まで、１０行目、１２行目、１４行目、１８行目の「括弧内のとおり」、２０行目、

２２行目及び２４行目並びに１２０頁２行目の「括弧内のとおり」、４行目、８行目の「括

弧内のとおり」及び１０行目をいずれも削る。 

チ 原判決１２０頁１４行目の「とおりであり、 低課税」を「とおりであり、次のとお

り是正するものであって、課税」と改める。 

ツ 原判決１２２頁１７行目の「解されることは、」から１８行目までを「解される。」と

改める。 

テ 原判決１２２頁１９行目から１２４頁２６行目までを次のとおり改める。 

「イ そこで検討するに、①課税処分取消訴訟の訴訟物は、他の行政処分の取消訴訟の

それと同じく、処分の違法性一般であると解されるところ、加算税の賦課変更処分

の取消訴訟も、基本的には、同様に解することができること、②加算税の賦課変更

処分に、法律上理由付記は要求されていないこと（国税通則法３２条参照）からす

ると、加算税の賦課変更処分の取消訴訟においても、本税の課税処分の取消訴訟と

同様に、総額主義を採用することが相当であり、国は、処分時に客観的に存在した

他の理由を主張することができるものと解することができる。 

 加算税は、申告納税方式による国税について申告義務を怠った納税者に対する行

政上の措置（制裁）であって、重加算税は、申告者に「仮装・隠ぺい」があったと

きに課されるものであるからといって、上記の判断が左右されるべき理由はない。 

 もっとも、総額主義を採用した場合であっても、加算税の額は、修正申告等によ

り現実に納付すべきこととされた本税の増加税額に基づく額を限度とすべきことに

なる。 

ウ そして、賦課決定処分時に客観的に存在した事情から認められる増加税額のうち、

仮装・隠ぺいされたものに基づく税額と仮装・隠ぺいされていないものに基づく税

額を特定して、重加算税及び過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額を算定す

るに際しては、国税通則法６８条１項の重加算税の規定は、同法６５条の過少申告

加算税の規定の特別規定であることからすると、重加算税の額の計算の基礎となる

べき税額を先に計算することが相当である。 

エ 過少申告加算税及び重加算税は、ともに申告納税方式による国税について過少な

申告を行った納税者に対する行政上の措置（制裁）として賦課されるものであり、

同一の修正申告又は更正である限り、その賦課及び税額計算の基礎を同じくするも

のであるから、両者は、相互に無関係な別個独立の処分ではなく、重加算税の賦課

は、過少申告加算税として賦課されるべき一定の税額に加重額に当たる一定の金額

を加えた額の税を賦課する処分として、過少申告加算税の賦課に相当する部分をそ

の中に含んでいると解するのが相当である（ 高裁昭和●●年（○○）第●●号同

５８年１０月２７日第一小法廷判決・民集３７巻８号１１９６頁参照）。 

 したがって、国税通則法６５条１項及び同法施行令２８条１項により、加算税の
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税額計算の基礎となるべき税額のうち、隠ぺい又は仮装されていない事実に基づく

ことが明らかである税額（過少申告加算税の対象）につき過少申告加算税が課され、

その余の税額（重加算税の対象）につき重加算税が課される場合には、過少申告加

算税の賦課決定と重加算税の賦課決定の２個の処分がされるものとみるべきではな

く、１個の加算税賦課決定がされているものと解すべきである。 

 そうすると、修正申告に基づき納付すべき税額の中に重加算税額の対象増加税額

と過少申告加算税額の対象増加税額があるものとして重加算税及び過少申告加算税

を賦課した加算税賦課決定処分の適否が争われている場合には、その賦課された重

加算税額及び過少申告加算税額の総額が、その修正申告書に係る加算税として本来

賦課されるべきである税額を超えているか否かを審理することとなる。 

オ 総額主義による認定額等について 

（ア）所得税について 

 本件における総額主義による控訴人の総所得金額及びその当初申告額との差額は、

前記１（４）イ及びウのとおりであり、前記１（５）ケのとおり、本件各所得税

終修正申告において申告された総所得金額は、全ての年度において、総額主義によ

る控訴人の総所得金額より過少となっている。 

（イ）消費税等について 

 本件における総額主義による課税標準額及びその当初申告額との差額は、前記１

（６）イ及びウのとおりであり、前記１（６）エのとおり、平成１１年～１４年の

本件各消費税等 終修正申告において申告された金額は、平成１２年を除いて、総

額主義による課税標準額より過少となっている（平成１２年については、課税標準

額の方が小さい。）。また、平成１５年については、前記１（６）カのとおり、更正

がされており、そのときの課税標準額は、総額主義による課税標準額より過少とな

っている。」 

ト 原判決１２７頁２０行目の「平成１３年所得税」を「平成１３年分所得税」と改める。 

ナ 原判決１２８頁６行目の「ア」を削り、９行目の「（ア）」を「ア」と、１７行目の「（イ）」

を「イ」と、１２９頁２行目の「（ウ）」を「ウ」とそれぞれ改める。 

ニ 原判決１２９頁５行目の「ところ（上記」から９行目までを「（上記（２）ア④）。」と

改める。 

ヌ 原判決１２９頁１９行目の「なお、」から１３０頁６行目までを削る。 

ネ 原判決１３０頁７行目の「正当な理由要件について」を「正当な理由の有無等につい

て」と、同頁８行目の「正当な理由要件と処分理由の差替え等について」を「正当な理

由要件について」とそれぞれ改める。 

ノ 原判決１３０頁９行目の「ア」及び同頁２２行目から１３１頁２０行目までをいずれ

も削り、１３２頁１８行目の「前記１（１）ウ（ア）認定」を「前記１（１）エ（ア）

認定」と改める。 

ハ 原判決１３３頁１９行目から１３５頁２５行目までを次のとおり改める。 

「イ 正当な理由要件の問題は、客観的には過少申告加算税が賦課される場合であって

も、納税者の申告当時の事情を考慮して、真に納税者の責めに帰することのできな

い客観的事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加
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算税を賦課することが不当又は酷になる場合には、それを課さないこととするもの

であり、客観的に過少申告加算税が減額されるか又は賦課されない場合は、その部

分については、申告の基礎とされていないから、そもそも正当な理由要件の問題で

はない。 

 本件においては、総額主義により、処分行政庁のみならず、納税者においても、

加算税の賦課決定処分時において客観的に存在した理由を主張することができるか

ら、控訴人主張のように、源泉徴収税額の控除漏れがあり、それを適正に控除する

と加算税額が減少する場合には、その加算税の賦課決定処分は、適正な加算税額を

超える部分について違法となるものというべきである。 

（４）まとめ 

 以上によると、本件においては、正当な理由要件とは関わりなく、総額主義との関

係から、申告外源泉徴収税額を控除すると加算税が減少する場合には、その加算税の

賦課決定処分は、適正な加算税額を超える部分について違法となるものというべきで

ある。」 

ヒ 原判決１３５頁２６行目の「加重要件及び括弧書き要件について」を「仮装・隠ぺい

行為の有無等について」と、１３６頁１行目の「加重要件及び括弧書き要件と処分理由

の差替え等について」を「加重要件及び括弧書き要件について」とそれぞれ改める。 

フ 原判決１３６頁３行目から１３７頁１２行目までを次のとおり改める。 

 「被控訴人は、所得税に係る加重要件について、本件各所得税内訳表中「総額主義に

基づく主張」欄の「変動内容等」欄記載のとおり主張する。そして、被控訴人主張の上

記加重要件が認められると、控訴人が本件各所得税増加税額〔重加分〕又は本件各消費

税等増加税額の中に括弧書き要件に当たる事実があることを主張立証しない限り、重加

算税を課すことができることになる。」 

ヘ 原判決１３７頁１４行目から１３８頁２１行目までを次のとおり改める。 

 「被控訴人は、①平成１３年源泉転記ミス分、②平成１６年源泉二重分及び③本件各

課税年分青取分について、本件訴訟においても、括弧書き要件により重加算税を課し得

ないことを自認している。 

 また、申告内容の特定について、本件では、被控訴人が主位的に総額主義に基づく主

張をしたこともあって、審理の過程において、控訴人は、本件各所得税確定申告の内訳

の特定性を問題とし、本件各所得税修正申告によっては所得の種類や内容まで特定され

ていないから、本件各賦課処分等が、どの納税申告のどの部分がどの仮装・隠ぺい行為

によるものとして行われたかを特定することができないなどと主張してきた。しかしな

がら、加算税の賦課要件は、要するに、従前の納税申告に加重要件がある場合は、原則

として、修正申告書に記載された増加税額の全額に重加算税を賦課するが、そのうちに

明らかに仮装・隠ぺいに当たらない事実に基づく税額部分があるときは、例外的に過少

申告加算税を賦課するというものであるから、本件訴訟において、被控訴人は、本件各

終修正申告に至る前の申告が、本件各賦課処分等の当時、仮装・隠ぺい行為によって

行われたことを主張立証すればよく、明らかに仮装・隠ぺいに当たらない事実及びその

事実を計算の基礎とする修正申告は、納税者である控訴人が特定して主張立証する必要

があると解される。」 
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ホ 原判決１３８頁２４行目～２５行目の「上記（１）において説示したところを踏まえ、

処分理由の差替えの点も含めて、」を削る。 

マ 原判決１３９頁３行目から８行目の「するところ」までを「本件各賦課処分等のうち

平成１１年～１５年分所得税についてのものは」と改める。 

ミ 原判決１３９頁９行目から１０行目の「上記処分理由の同一性の範囲内で、」、１７行

目の「同年分」から同頁１９行目の「するところ、」、２５行目から２６行目の「処分理

由の同一性を問題とするまでもなく、」、１４０頁２行目から３行目の「そうすると、前

記（１）イ及びウ並びに２（４）ア（ウ）で説示したところに照らし、」をいずれも削る。 

ム 原判決１４０頁１３行目の「括弧書き」から２５行目までを次のとおり改める。 

 「括弧書き要件は、明らかに仮装・隠ぺいに当たらない事実を税額計算の基礎とする

納税申告がされたときに、これに対してされた加算税賦課処分において問題となるもの

であり、控訴人の主張する申告外源泉徴収税額は、税額計算の基礎とされるものではな

いから、控訴人の上記主張は採用することができない。なお、総額主義の観点から申告

外源泉徴収税額を考慮すると加算税額が減少する場合には、違法に過大な加算税が賦課

されたものとなることは、前記判示のとおりである。」 

メ 原判決１４１頁１行目～２行目の「処分理由の差替えの点も含めて、」及び同頁１９行

目から２５行目までをいずれも削る。 

モ 原判決１４２頁７行目から１４４頁１行目までを次のとおり改める。 

「（１）源泉徴収税額の控除漏れについて 

ア 前記判示のとおり、総額主義によると、申告外源泉徴収税額を控除すると加

算税が減少する場合には、その加算税の賦課決定処分は、適正な加算税額を超

える部分について違法となるものというべきである。 

イ 証拠（甲９０、１２８～１３２）によると、控訴人の控除されるべきであっ

た源泉徴収税額は、次のとおりと認められ、各年分において、次のとおり控除

漏れ金額（本件各所得税 終修正申告における源泉徴収税額との差額）が存在

するものと認められる。 

① 平成１１年分 

 控除されるべき源泉徴収税額 １３８２万４３８３円 

 控除漏れの金額        ３１８万００７６円 

② 平成１２年分 

 控除されるべき源泉徴収税額 １４３７万４８０１円 

 控除漏れの金額        ３７４万８４１６円 

③ 平成１３年分 

 控除されるべき源泉徴収税額 １３５０万５６８４円 

 控除漏れの金額        ５１３万０４６４円 

④ 平成１４年分 

 控除されるべき源泉徴収税額 １２０６万４５０２円 

 控除漏れの金額        ３５３万６５６３円 

⑤ 平成１５年分 

 控除されるべき源泉徴収税額 １１１１万５３３１円 
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 控除漏れの金額        １１３万７７４３円 

⑥ 平成１６年分 

 控除されるべき源泉徴収税額 １０７７万５９８１円 

 控除漏れの金額         ６８万２４７８円 

ウ この点について、被控訴人は、上記の控除されるべき源泉徴収税額は、飽く

までも、控訴人の要請により、別件訴訟の国家賠償請求に係る損害の基礎とな

り得る金額を示したものにすぎず、客観的な資料に基づいて納付すべき税額を

算定するために試算したものではないのであり、これを控除されるべき源泉徴

収税額とみることはできないと主張する。しかしながら、被控訴人は、別件訴

訟において、上記各金額を源泉徴収税額と考えることには一定の合理性があり、

国家賠償請求に係る損害の基礎となり得ることは争わないとしている（甲９０）

のであるから、被控訴人の上記主張は採用することができない。 

 また、被控訴人は、別件訴訟で源泉徴収税額を推計するに当たり基礎とした

事業所得の売上金額は、本件各修正申告における事業所得の売上金額であるが、

本件において、被控訴人は、収入の計上時期に関する一般的な判断枠組みに従

い、事業所得の売上金額を主張し直しており、別件訴訟の事業所得の売上金額

とは、金額及び売上先ごとの売上金額が異なっているから、被控訴人が別件訴

訟で示した数値を控除されるべき源泉徴収税額の基礎とすることはできない旨

主張する。しかしながら、原判決別紙３の１の１～６記載のとおり、本件各修

正申告における事業所得の売上金額は、いずれの年においても本件各 終修正

申告に基づく各年度の売上金額以下である上、本件各 終修正申告に基づく各

年度の売上金額と本件訴訟における被控訴人の主張する売上金額（原判決別紙

３の１の１～６の「総額主義に基づく主張」欄の「収入金額」の「小計」欄）

とを対比すると、平成１２年分及び平成１６年分以外は全て本件訴訟における

被控訴人の主張する売上金額の方が多額であって、平成１２年分についても１

１８万６８１２円、平成１６年分においては４９万１７０７円の違いでしかな

いこと、甲９０記載の源泉徴収税額の推計は、被控訴人において一定の合理性

があると考える推計を行ったものであって、控訴人に有利に推計すれば、金額

はより大きなものとなったこと（甲５９、９０、弁論の全趣旨）を考慮すると、

甲９０記載の控除漏れの源泉所得税額を採用することができるというべきであ

る。 

（２）加算税の基礎となる税額の計算 

 前記（１）で認定した源泉徴収税額に基づいて控訴人に対して賦課することの

できる加算税額を計算すると、別表１～６のとおりであり、それら及び控訴人に

対して実際に賦課された加算税額は、次のとおりである。 

 なお、上記各別表中の「②認定額」欄記載の金額は、当裁判所の認定した金額

であり、そのうち、「源泉徴収税額」欄記載の金額は、前記（１）認定の控除され

るべき源泉徴収税額であり、その余の欄の各金額は、原判決別紙３の１の１～６

の各所得内訳表記載のとおりである。 

① 平成１１年分 
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 重加算税の基礎となる税額    ２１３４万００００円 

 課し得る重加算税額        ７４６万９０００円 

 課された重加算税額        ６７８万３０００円 

 課された過少申告加算税額      １９万５０００円 

② 平成１２年分 

 重加算税の基礎となる税額    ２５２０万００００円 

 課し得る重加算税額        ８８２万００００円 

 課された重加算税額        ８００万８０００円 

 課された過少申告加算税額      ２３万１０００円 

③ 平成１３年分 

 重加算税の基礎となる税額    ２１１１万００００円 

 過少申告加算税の基礎となる税額  ５３２万００００円 

 課し得る重加算税額        ７３８万８５００円 

 課し得る過少申告加算税額      ５３万２０００円 

 課された重加算税額        ８２４万２５００円 

 課された過少申告加算税額      ２８万７０００円 

④ 平成１４年分 

 重加算税の基礎となる税額    １９１５万００００円 

 過少申告加算税の基礎となる税額  ４０９万００００円 

 課し得る重加算税額        ６７０万２５００円 

 課し得る過少申告加算税額      ４０万９０００円 

 課された重加算税額        ７３３万６０００円 

 課された過少申告加算税額      ２２万８０００円 

⑤ 平成１５年分 

 重加算税の基礎となる税額    １８４８万００００円 

 過少申告加算税の基礎となる税額  １５５万００００円 

 課し得る重加算税額        ６４６万８０００円 

 課し得る過少申告加算税額      １５万５０００円 

 課された重加算税額        ６２１万９５００円 

 課された過少申告加算税額      ２２万６０００円 

⑥ 平成１６年分 

 重加算税の基礎となる税額     ６８０万００００円 

 課し得る重加算税額        ２３８万００００円 

 課された重加算税額        １４２万１０００円 

 課された過少申告加算税額      ２７万３０００円 

（３）本件各所得税賦課処分等の違法性 

ア 前記（１）認定の控除されるべき源泉徴収税額を考慮すると、前記（２）の

とおり、平成１３年分及び平成１４年分については、加算税が過大に賦課され

ていることになる。 

イ 平成１３年分について 
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 前記（２）③のとおり、平成１３年分の所得税に係る重加算税の基礎となる

税額は２１１１万円となるべきところ、本件賦課処分等⑧～⑫〔平成１３年分

所得税〕における重加算税の基礎となる税額の合計額は２３５５万円（５７万

円＋１５２５万円＋３７０万円＋３７０万円＋３３万円〔原判決別紙３の１の

３「所得税内訳表（平成１３年）」の科目・項目№７７参照〕）であるから、２

４４万円超過していることになる。この超過額について、本件賦課処分等⑫〔平

成１３年分所得税〕及び本件賦課処分等⑪〔平成１３年分所得税〕の順で、重

加算税の基礎となる税額を減額すると、本件賦課処分等⑫〔平成１３年分所得

税〕については、重加算税の基礎となる税額は３３万円から０円となって、重

加算税額は０円となり、本件賦課処分等⑪〔平成１３年分所得税〕については、

重加算税の基礎となる税額は３７０万円から１５９万円となって、重加算税額

は５５万６５００円となる。また、重加算税の基礎となる税額の変更とともに、

過少申告加算税の基礎となる税額も変更となり、平成１３年分については５３

２万円（別表３の「過少申告加算税の基礎となる税額」欄参照）となるところ、

本件賦課処分等⑫〔平成１３年分所得税〕については、２３７万円から２７０

万円となって、過少申告加算税額は２７万円となり、本件賦課処分等⑪〔平成

１３年分所得税〕については、０円から２１１万円となって、過少申告加算税

額は２１万１０００円となる。 

 したがって、本件賦課処分等⑫〔平成１３年分所得税〕については、加算税

額２７万円を超える部分が違法となり、本件賦課処分等⑪〔平成１３年分所得

税〕については、加算税額７６万７５００円を超える部分が違法となるという

べきである。 

 なお、前記（２）③によると、課された加算税額の合計額から課し得る加算

税額の合計額を控除した金額は６０万９０００円となり、上記の取消額の合計

額である６１万円と食い違うが、これは、税額計算の際の端数処理の関係によ

るものである。 

ウ 平成１４年分について 

 前記（２）④のとおり、平成１４年分の所得税に係る重加算税の基礎となる

税額は１９１５万円となるべきところ、本件賦課処分等⑬～⑰〔平成１４年分

所得税〕における重加算税の基礎となる税額の合計額は２０９６万円（１０９

万円＋１１１７万円＋３７０万円＋３７０万円＋１３０万円〔原判決別紙３の

１の４「所得税内訳表（平成１４年）」の科目・項目№７７参照〕）であるから、

１８１万円超過していることになる。この超過額について、本件賦課処分等⑰

〔平成１４年分所得税〕及び本件賦課処分等⑯〔平成１４年分所得税〕の順で、

重加算税の基礎となる税額を減額すると、本件賦課処分等⑰〔平成１４年分所

得税〕については、重加算税の基礎となる税額は１３０万円から０円となって、

重加算税額は０円となり、本件賦課処分等⑯〔平成１４年分所得税〕について

は、重加算税の基礎となる税額は３７０万円から３１９万円となって、重加算

税額は１１１万６５００円となる。また、重加算税の基礎となる税額の変更と

ともに、過少申告加算税の基礎となる税額も変更となり、平成１４年分につい
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ては４０９万円（別表４の「過少申告加算税の基礎となる税額」欄参照）とな

るところ、本件賦課処分等⑰〔平成１４年分所得税〕については、２２８万円

から３５９万円となって（端数処理の関係で１万円増額となる。）、過少申告加

算税額は３５万９０００円となり、本件賦課処分等⑯〔平成１４年分所得税〕

については、０円から５０万円となって、過少申告加算税額は５万円となる。 

 したがって、本件賦課処分等⑰〔平成１４年分所得税〕については、加算税

額３５万９０００円を超える部分が違法となり、本件賦課処分等⑯〔平成１４

年分所得税〕については、加算税額１１６万６５００円を超える部分が違法と

なるというべきである。 

（４）本件各消費税等賦課処分等の違法性 

 これまで判示したところに従って、控訴人に対して賦課することができる過少

申告加算税及び重加算税の税額を計算すると、平成１１年分から平成１５年分ま

での消費税等については、上記各年分の消費税等内訳表（原判決別紙３の２の１

～５）の「総額主義に基づく主張」欄及び証拠欄のとおりであり、その金額は、

次のとおりである。これらによると、消費税等については、課された重加算税額

が、課し得る重加算税額を上回ることはないから、本件各消費税等賦課処分等に

過大に加算税を課した違法があると認めることはできない。 

① 平成１１年分 

 課し得る重加算税額  ３２万５５００円 

 課された重加算税額  ３２万２０００円 

② 平成１２年分 

 課し得る重加算税額  ３９万９０００円 

 課された重加算税額  ３９万９０００円 

③ 平成１３年分 

 課し得る重加算税額  ３５万３５００円 

 課された重加算税額  ３５万００００円 

④ 平成１４年分 

 課し得る重加算税額  ２９万７５００円 

 課された重加算税額  ２９万４０００円 

⑤ 平成１５年分 

 課し得る重加算税額  ２０万６５００円 

 課された重加算税額  ２０万６５００円」 

ヤ 原判決１５９頁～１６３頁の各「裁判所認定額」欄をいずれも削る。 

ユ 原判決１７５頁１３行目～１４行目の「 低事業所得金額の約６６％～約７９％」を

「本件事業所得額の約７４％～約８０％」と、１４行目～１５行目の「少なくとも申告

すべきであった 低総所得金額の約５９％～約７３％」を「申告すべきであった本件総

所得金額の約６８％～約７４％」と、１６行目の「あり、」を「ある。」とそれぞれ改め、

１６行目の「原告が」から１８行目までを削る。 

ヨ 原判決１７６頁８行目の「本件反則調査」を「本件犯則調査」と、１５行目の「平成

１２年」から２１行目までを「初めて実態に近い申告をしたものである。」とそれぞれ改
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める。 

ラ １審原告１７６頁２２行目から１７７頁１７行目までを削り、１８行目の「エ」を「ウ」

と改める。 

リ 原判決１７７頁２２行目の「本件各所得税」から２３行目の「範囲内で、」まで、１７

９頁８行目から１８０頁２行目まで、１８２頁１行目の「（なお、」から３行目の「であ

る。）」まで、１８３頁１５行目の「（なお、」から１７行目まで及び１８５頁３行目の「被

告が」から２０行目の「そして、」までをいずれも削る。 

ル 原判決１８５頁８行目の「被告」の後に「の原審」を加え、１８６頁１７行目の「そ

の仮」から１９行目の「でないが、」まで及び１８９頁４行目及び同頁１０行目の各「訴

外」をいずれも削る。 

レ 原判決１９６頁１０行目の「原告」を「Ｅ」と改める。 

３ 争点７（本件各課税処分等に信義則違反の違法があるか）について 

（１）後記（２）のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第５ 信義則違反の

違法について（争点７）（原判決１４４頁３行目～１４６頁１１行目）のとおりであるから、

これを引用する。 

（２）ア 原判決１４５頁８行目の「（前記第４の２（１）イ参照）」を削る。 

イ 原判決１４５頁２１行目の「控除漏れの可能性」から同頁２３行目の「とおりであっ

て、」までを削る。 

ウ 原判決１４６頁２行目の「また、」から８行目までを次のとおり改める。 

 「したがって、本件各賦課処分等に信義則違反の違法があるとはいえない。なお、総

額主義の観点から源泉徴収税額の控除漏れを考慮した場合の本件各所得税賦課処分等の

違法性については、前記判示のとおりである。」 

４ 当審における控訴人の主張に対する判断 

（１）「種類外所得」について 

 控訴人は、前記第２の４（１）のとおり主張する。 

 平成１７年１月１４日付け修正申告及び同年７月２０日付け修正申告は、総所得金額をそ

れぞれ５００万円又は１０００万円増加させるものであったものの、控訴人は、これらの増

加した所得の内訳を一切特定せずに総所得金額のみを増加させて修正申告をしたことから、

控訴人がいかなる所得を増加させて修正申告をしたかは不明である。しかしながら、これら

の修正申告において、所得税法２２条２項に規定する１０種類の所得区分とは異なる「種類

外所得」なる所得区分があることが明示されているわけではないから、そのような所得区分

の所得について申告したものと認めることはできず、「雑所得」について申告したものと認め

ることもできない。なお、原判決も、上記の各修正申告において、「何を是正したかは不明で

ある」と認定しており（原判決第４の１（５）カ及びキ〔１０８、１０９頁〕）、所得税法２

２条２項に規定する１０種類の所得区分とは異なる「種類外所得」なる所得区分に該当する

と認定したわけではない。そして、修正申告が、いかなる所得を増加させて修正申告をした

かは不明であるからといって、重加算税の加重要件の判断をすることができないということ

もない。 

 したがって、控訴人の上記主張は、その前提を欠き、採用することができない。 

（２）本件各 終修正申告の税法上の効力について 
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 控訴人は、前記第２の４（２）のとおり主張する。 

 しかしながら、上記主張のアについては、前記で原判決（原判決第３の２（１）〔４６頁３

行目～５５頁１７行目〕）を引用して判示したとおり、控訴人は、本件刑事事件の拡大を避け

るとともに、その有利な情状とするために、自らの意思で本件各 終修正申告をしたと認め

られ、その意思に基づいて申請したことは明らかであるということができる。 

 また、上記主張のイについては、本件各所得税 終修正申告に係る申告書に、平成１１年

～１５年の各年分の「第五表」の「修正前の課税額」欄に所得の種類が記載されていないと

しても、税法上効力を有しないということはできず、また、税務署職員が加筆した点につい

ては、前記で原判決（原判決第３の２（３）〔５７頁７行目～５８頁１１行目〕）を引用して

判示したとおりである。 

（３）総額主義の適用について 

 控訴人は、前記第２の４（３）のとおり主張する。 

 しかしながら、本件においては総額主義によることが相当であることは、前記で判示した

とおりであり、控訴人の上記主張は採用することができない。 

（４）過大申告部分に係る重加算税について 

 控訴人は、前記第２の４（４）のとおり主張する。 

ア 青色申告承認の取消しは、通常の撤回と異なり、税務署長は、撤回の原因の存する年度

までさかのぼって青色申告の承認の効力を失わせることができ、取消しがされたときは、

その者の提出した申告書は、青色申告書以外の申告書とみなされると解されるから、青色

申告の承認取消しがされたことを受けて、青色専従者給与を控訴人の所得金額に含めるこ

とは、正当というべきである。 

 また、控訴人は、青色専従者給与、給料賃金及び外注計算料について、控訴人が修正申

告していないとか、更正処分がされていないことを理由に必要経費として取り扱わなけれ

ばならないと主張するが、所得金額の認定は、総額主義に基づき、処分時に客観的に存在

した所得金額を認定すべきであるから、修正申告や更正処分といった税額等の確定手続が

行われなければ、所得金額として認定できないというものではなく、控訴人の主張は、失

当である。 

イ 控訴人は、戊及び丙に対する給料賃金（戊については超過分）並びにＥに対する外注計

算料について否認すべきものではない旨主張するが、前記で原判決（原判決第４の１（１）

カ〔７１頁９行目～８０頁５行目〕、同キ〔８０頁６行目～８２頁２６行目〕）を引用して

判示したとおり、控訴人が支払ったとする戊及び丙に対する給料賃金（戊については超過

分）並びにＥに対する外注計算料は、いずれも必要経費として認めることができない。な

お、Ｅと控訴人との間に外注の実態はなく、外注計算料が支払われた事実はなかった（原

判決第４の１（１）キ〔８０頁６行目～８２頁２６行目〕）のであるから、Ｅが支払った必

要経費を控訴人の必要経費として認定すべき理由はない。 

ウ 控訴人は、原判決認定の 低収入金額は、預り消費税という租税債務の部分を含めた金

額となっており、過大である旨主張する。 

 そこで検討するに、課税実務上、消費税等の経理処理については、税込経理方式と税抜

経理方式とがあり、いずれの方式によるかは、個人事業者（納税者）の選択とされるが、

個人事業者の選択した方式は、原則としてその個人事業者の行う全ての取引について適用



26 

され、また消費税と地方消費税は同一の方式によるものとされており、不動産所得、事業

所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務のうち２以上の所得を生ずべき業務を行う場合

には、所得の種類を異にする業務ごとに消費税等の経理処理を選択することができる（平

成元年３月２９日付け直所３－８ほか国税庁長官通達「消費税法等の施行に伴う所得税の

取扱いについて」〔乙３６９〕）。これを本件についてみると、税込経理方式の場合は、納税

申告によって確定した消費税等の額は必要経費に算入できるところ、控訴人も青色申告決

算書で消費税を必要経費に算入していること（乙２１～３２）から、控訴人は、税込経理

方式を選択していると認められる。税込経理方式によって申告している控訴人の場合は、

売上げに係る消費税等の額は、売上げに含めて売上金額に算入することになり、また、仕

入れ（必要経費）に係る消費税等の額は、仕入れに含めて必要経費に算入することになり、

売上金額に含まれる消費税等と必要経費に含まれる消費税等の差額は、消費税等の納税申

告書が提出された日の属する年分において、必要経費に算入されることから、消費税等の

経理処理によって所得金額が過大に計上されることはないものと解される。そして、他に、

控訴人について、平成１１年から平成１６年分の所得額の算定に当たって消費税等が過大

に含まれているというべき事情は認められない。 

エ 控訴人は、本件において、控訴人の事業所得の各年分総収入金額の結果をまとめた査察

官及び大阪国税局財務事務官作成に係る報告書は、いくつか存在するが、その内容は一致

しない旨主張する。しかしながら、前記判示のとおり、被控訴人は、本件訴訟において証

拠に基づき控訴人の収入金額を立証しており、それと異なる金額を示す証拠が存在したと

しても、そのことから直ちに前記認定の控訴人の収入金額が誤っているということはでき

ない。 

オ その他、控訴人の主張を採用することができないことは、前記のとおり原判決を引用し

て判示したところから明らかである。 

（５）控除されていない源泉徴収税額に係る重加算税について 

 この点については、前記２（２）モで判示したとおりである。 

（６）更正の予知について 

 控訴人は、前記第２の４（６）のとおり主張する。 

 しかし、更正の予知については、前記で原判決（原判決第３の４〔６０頁６行目～６２頁

７行目〕）を引用して判示したとおりである。消費税について調査が行われておらず、修正申

告の慫慂がないとしても、控訴人は、所得税の調査等を通じて、消費税等についても調査が

進展して更正に至るであろうことを容易に予知することができたものというべきであるから、

消費税等の修正申告について、更正があることを予知してされたものではないとの控訴人の

主張は採用することができない。 

 また、控訴人は、平成１７年１月１４日付け修正申告及び同年７月２０日付け修正申告に

おいて申告した増加所得が雑所得として取り扱われることを前提とする主張をするが、前記

判示のとおり、上記修正申告において増加した所得は、雑所得として申告されたものという

ことはできないから、控訴人の主張は、その前提において失当である。 

 さらに、控訴人は、平成１３年分～平成１５年分について平成１６年１１月２２日に行っ

た修正申告における事業所得の消費税等益税額の部分について、更正の予知はなかったと主

張するが、平成１６年１１月２２日には、既に本件犯則調査が行われており、更正を予知し
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てされたものということができる。 

 その他、控訴人の主張を採用することができないことは、前記のとおり原判決を引用して

判示したところから明らかである。 

５ 結論 

 以上によると、本件各賦課処分等のうち、本件賦課処分等⑪〔平成１３年分所得税〕につい

ては７６万７５００円を超える部分、本件賦課処分等⑫〔平成１３年分所得税〕については２

７万円を超える部分、本件賦課処分等⑯〔平成１４年分所得税〕については１１６万６５００

円を超える部分、本件賦課処分等⑰〔平成１４年分所得税〕については３５万９０００円を超

える部分がそれぞれ違法というべきであるから、これらの部分について上記各賦課処分等を取

り消すべきである。その余の本件各賦課処分等については、取り消すべき違法はない。 

 よって、これと異なる原判決を変更することとして、主文のとおり判決する。 

 

大阪高等裁判所第１４民事部 

裁判長裁判官 森 義之 

   裁判官 井上 一成 

   裁判官 住山 真一郎 
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別表１から別表６まで 省略 
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変 更 判 決 

控訴人（１審原告） 甲 

同訴訟代理人弁護士 武田 純 

被控訴人（１審被告） 国 

同代表者法務大臣 岩城 光英 

処分行政庁 兵庫税務署長 

指定代理人 栗原 圭 

同 小銭 慎司 

同 松山 修 

同 中島 孝一 

同 大串 仁司 

同 辻 清人 

 

 上記当事者間の事件について、平成２８年６月１７日に当裁判所が言い渡した判決に法令の違反

があるから、次のとおり変更の判決をする。 

 

主 文 

 上記判決を別紙のとおり変更する。 

 

事実及び理由 

１ 当裁判所は、平成２８年６月１７日、上記当事者間の事件について判決を言い渡し、控訴人

の平成１３年分及び平成１４年分の所得税に係る加算税の基礎となる税額について、上記判決

の別表３及び４記載のとおりとしたが、上記判決には国税通則法等の適用に誤りがあり、控訴

人の平成１３年分及び平成１４年分の所得税に係る加算税の基礎となる税額は、別表３及び４

記載のとおりとなるべきであって、その結果、本件賦課処分等が違法となるべき部分について

の判断を誤ったものである。 

２ 平成１３年分及び平成１４年分の所得税に係る加算税の基礎となる税額の計算につき、別表

３及び４記載のとおり変更すると、本件賦課処分等⑪〔平成１３年分所得税〕については、加

算税額１１０万円を超える部分が違法となり、本件賦課処分等⑫〔平成１３年分所得税〕につ

いては、加算税額２７万円を超える部分が違法となるが、本件賦課処分等⑯及び⑰〔平成１４

年分所得税〕については、課された加算税額が課し得る加算税額を超えないから、違法とはな

らないというべきである。 

 なお、平成１１年分及び平成１２年分についても、上記判決の別表１及び２記載の「⑤仮定

重加算税の基礎となる税額」欄のうち「確定申告額との差額」欄の金額について誤りがあり、

その金額は、それぞれ別表１及び２記載の「⑤仮定重加算税の基礎となる税額」欄のうち「確

定申告額との差額」欄の金額となるべきであるが、それによって加算税の基礎となる税額につ

いては変更がないから、本件賦課処分等の効力に影響はない。 

３ よって、上記判決には法令の違反があるので、これを変更することとして、主文のとおり変

更の判決をする。 
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大阪高等裁判所第１４民事部 

裁判長裁判官 森 義之 

   裁判官 井上 一成 

   裁判官 住山 真一郎 
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（別紙） 

 

１ 上記判決の主文第２項を次のとおり変更する。 

「２（１）処分行政庁が平成１８年３月３０日付けで控訴人に対してした原判決別紙第１の

１「所得税処分目録」記載⑪の加算税賦課決定処分のうち１１０万円を超える部分

を取り消す。 

（２）処分行政庁が平成１８年３月３０日付けで控訴人に対してした原判決別紙第１の

１「所得税処分目録」記載⑫の加算税賦課決定処分のうち２７万円を超える部分を

取り消す。」 

２ 上記判決の主文第４項を次のとおり変更する。 

 「訴訟費用は、第１、２審を通じてこれを１４０分し、その１を被控訴人の負担とし、その

余を控訴人の負担とする。」 

３ 上記判決の３６頁２４行目から３７頁１０行目までを次のとおり変更する。 

「重加算税の基礎となる税額    ２２４４万００００円 

過少申告加算税の基礎となる税額  ３９９万００００円 

課し得る重加算税額        ７８５万４０００円 

課し得る過少申告加算税額      ３９万９０００円 

課された重加算税額        ８２４万２５００円 

課された過少申告加算税額      ２８万７０００円 

④ 平成１４年分 

重加算税の基礎となる税額    ２１７９万００００円 

過少申告加算税の基礎となる税額  １４６万００００円 

課し得る重加算税額        ７６２万６５００円 

課し得る過少申告加算税額      １４万６０００円 

課された重加算税額        ７３３万６０００円 

課された過少申告加算税額      ２２万８０００円」 

４ 上記判決の３７頁２５行目の「平成１３年分及び平成１４年分」を「平成１３年分」と変更

する。 

５ 上記判決の３８頁２行目から４０頁７行目までを次のとおり変更する。 

 「前記（２）③のとおり、平成１３年分の所得税に係る重加算税の基礎となる税額は２２４

４万円となるべきところ、本件賦課処分等⑧～⑫〔平成１３年分所得税〕における重加算税の

基礎となる税額の合計額は２３５５万円（５７万円＋１５２５万円＋３７０万円＋３７０万円

＋３３万円〔原判決別紙３の１の３「所得税内訳表（平成１３年）」の科目・項目№７７参照〕）

であるから、１１１万円超過していることになる。この超過額について、本件賦課処分等⑫〔平

成１３年分所得税〕及び本件賦課処分等⑪〔平成１３年分所得税〕の順で、重加算税の基礎と

なる税額を減額すると、本件賦課処分等⑫〔平成１３年分所得税〕については、重加算税の基

礎となる税額は３３万円から０円となって、重加算税額は０円となり、本件賦課処分等⑪〔平

成１３年分所得税〕については、重加算税の基礎となる税額は３７０万円から２９２万円とな

って、重加算税額は１０２万２０００円となる。また、重加算税の基礎となる税額の変更とと

もに、過少申告加算税の基礎となる税額も変更となり、平成１３年分については３９９万円（別
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表３の「過少申告加算税の基礎となる税額」欄参照）となるところ、本件賦課処分等⑫〔平成

１３年分所得税〕については、２３７万円から２７０万円となって、過少申告加算税額は２７

万円となり、本件賦課処分等⑪〔平成１３年分所得税〕については、０円から７８万円となっ

て、過少申告加算税額は７万８０００円となる。 

 したがって、本件賦課処分等⑫〔平成１３年分所得税〕については、加算税額２７万円を超

える部分が違法となり、本件賦課処分等⑪〔平成１３年分所得税〕については、加算税額１１

０万円を超える部分が違法となるというべきである。 

 なお、前記（２）③によると、課された加算税額の合計額から課し得る加算税額の合計額を

控除した金額は２７万６５００円となり、上記の取消額の合計額である２７万７５００円と食

い違うが、これは、税額計算の際の端数処理の関係によるものである。」 

６ 上記判決の４７頁３行目～１０行目までを次のとおり変更する。 

 「以上によると、本件各賦課処分等のうち、本件賦課処分等⑪〔平成１３年分所得税〕につ

いては１１０万円を超える部分、本件賦課処分等⑫〔平成１３年分所得税〕については２７万

円を超える部分がそれぞれ違法というべきであるから、これらの部分について上記各賦課処分

等を取り消すべきである。その余の本件各賦課処分等については、取り消すべき違法はない。」 

７ 上記判決の別表１～４を別表１～４のとおり変更する。 

以上 
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別表１から別表４まで 省略 


